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機関名 奈良県総合医療センター

所属研究機関長 職 名

氏 名

院長

次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反

ては以下のとおりです。

1.研究事業名

HIV感染者の妊娠 。出産・予後に関する疫学的・ コホー ト的調査研究と情報の普及啓発法
の開発 な らびに診療体制の整備 均てん化に関する
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2.研究課題名

3.研究者名 ン ―・ セ ン

(氏ス ・ フ リガナ)  喜多 。キタ ツネカズ

4.倫理審査の状況

(※ 1)当該研究者が
クし一部若 しくは全部の審査が完了

その他 (特記事項 )

るに当たり遵守すべき る 員会 が んでいる場合は、 み」にチェッ
していない場合は、「未審査」にチエックすること。

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象 とす る医学系研究に関す る倫理指針 (※ 3) ■   □ 奈良県総合医療セ ンター □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針

□ □

そ の他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称

(※2)未審査 は、その理由 ること。
(※3)廃止前の 「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6_利益相反の管理

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関

当研究に係るCOIに ついての報告 。審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由 )

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無

■

|

ェ イ

■

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

有 ■ 無 □ (有の場合はその内容 : )
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厚生労働大臣
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機関名  岩手医科

所属研究機関長 職 名  学長

氏 名

次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1.研究事業名  エ

HIV感染者の妊娠・出産 。予後に関する疫学的・コホー ト的調査研究と情報の普及啓発法
の開発 な らび 診療体制の整備 と均てん化 関する研究2.研究課題名

3.研究者名 (所属部 局 。 )  医学部  ・ 准教将

(氏名 リ ガ ナ)  吉野 直人  ( ヨ シ ナオ ト)
・ フ

4.倫理審査の状況

(※ 1)

ク
当該研究を実施するに たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、

し一部若 しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすることっ

その他 (特記事項 )

」にチェッ

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

有 缶
小 審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象 とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) ■   □ ■ 岩手医科大学 □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■ □

当する倫理指針があれば記入することその他、該

(指針の名称 )

□   ■

(※ 2) その理由を記載すること。
(※3)廃止前の 「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5。 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6:利益相反の管理

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること,

・分担研究者の所属するオ′繕関の長も作成すること。

´
′

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無:□ (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無:□ (無の場合は委託先機関

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 □ 無:■ (無の場合はその理由 :  経済的な利益関係はないため  )

当研究に係るCOIに ついての指導 。管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容

□
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厚生労働大臣
纏襲牽弱辞議等辞幹勢辟先所長)殿
(目立保健医療科学院長 )

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

奈良

Rを 日

レ
'Iて

次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1.研究事業名 エイズ

HIV感染者の妊娠 。出産・予後に関する疫学的・コホー ト的調査研究と情報の普及啓発法
研究課題名

研究者名

の と

(所属部局・ )  産婦人科・副部長

(氏名 ・ フ リガナ)  杉浦 敦・スギウ ラ アツシ

4.倫理審査の状況

る に た り ′ヽミ

し一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

(※ 1)

ク
んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)該当性の有無

有  無 審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □

人を対象 とする医学系研究に関す る倫理指針 (※ 3) ■   □ ■ 奈良県総合医療センター □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等 る基本指針の実施に

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

・該当する□にチェックを入れることっ
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 ■ 無 □ (有の場合はその内容

(留意事項)

の 開率:な お

□

□ ■

研究倫理教育の受講状況



令和 3年  3月  2日
厚生労働大臣
(国垂蓄薬 辞 婆諄等生研究所長)殿
(目立保健医療科学続長 )

国立研究開
機関名  国立

所属研究機関長 職 名  理事長

氏 名

次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとお りです。

1.研究事業名 エ イズ対策政

HIV感染者の妊娠 。出産・予後に関する疫学的 。コホー ト的調査研究と情報の普及啓発法
の開発な らび に診 療体 制の整備 と均てん化に関する研究2.研究課題名

3.研究者名 (所属部局・職名 ) 立国際医療研究センター 小児科 医員

(氏名 。フ l)ガナ ) 田中瑞点 。タナカミズエ

4.倫理審査の状況

※ 1) 当該研究を実施するに当 り ベ 関する 員会の審査が済んでい
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」|こチェックすること。

その他 (特記事項 )

にチェッ

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)該当性の有無

有  無 審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) ■   □ ■ 国立国際医療研究センター □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   ■ □

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5。 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 日  未受講 □

6.利益相反の管理

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □(無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □(無の場合はその理由

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容

■

□
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所属研究機関長 職
明

氏 名

次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1.研究事業名 エ イ

HIV感染者の妊娠・出産・予後に関する疫学的・コホー ト的調査研究と情報の普及啓発法

厚生労働大臣
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研究課題名

研究者名

び

人
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ラ2ト
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(氏名・ フ リ 必 9ワ ん
´
多

4.倫理審査の状況

当該研究 る に たり遵守す る

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチエックすること。
に エ ツ

(

〆
′:

/、

′プ

マス タ 囲
こと。

(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (xl)

審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □  ぽ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 ロ  ゴ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) ゴ  ロ
/

J tは難鶴ォ4躊駿 □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針

□

/

ビ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               )
/

M □

未受講 □受講

6.利益相反の管理

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成することっ

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有□ 無□2く無の場合はその理由:

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 □ 無 目7て無の場合は委託先機難

当研究に係るC01についての報告・審査の有無 有 ビ
′′

無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るCOlに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 団
/(有

の場合はその内容

研究倫理教育の受講状況
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機関名
所属研究機関長 職 名

氏 名

次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査

ては以下のとおりです。

国立研究開
国立

理事長

状況及び利益相反 の ヤこ

1.研究事業名 エ イ

2.研究課題名 二_里ェ■」董盗童≦甕壁匠二上堕豊■三垂:後に選Lttl登疫学的・コホート的調査研究と情報の普及啓

発法の開発な らびヤこ診 療体制の整備 と均てん化に関する研究

3.研究者名  (所属部局・職名 ) 人科・産科医長

(氏名・フリガナ) みゆき (サダツキ ミユキ)

4.倫理審査の状況

(※ 1) 当

クし一部若しく

その他 (特記事項)

る に ベ る

了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

んでいる場合は、「審査済み」にチェッり

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)該当性の有無

有  無 審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) ■   □ ■

国立研究開発法人

国立国際医療研究センター
□

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   ■

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □(無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □(無の場合はその理由:

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容

(留意事項)

10●
I■軍

□ □

有 ■ 無‐□ (無の場合は委託先機関 :



厚生労働大臣
値軽聾肇各監鮮品箱4幕膠需晴⇒ 殿
値義郵剥設劉棒伴学院長)

国立研究開
機関名 国立国際

所属研究機関長 職 名 理事長

令和 3年  4月  19日

状況及び利益相反等の管理につい

氏 名

次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査

ては以下のとお りです。

1.研究事業名 エイズ対

HIV感染者の妊娠 。出産 。予後に関する疫学的・コホー ト的調査研究と情報の普及啓発法
の開発な らび に診療体 制の整備 と均てん化に関する研究2.研究課題名

3.研究者名
`所

属菩K目・ 〕職1名 ) 臨 ンター デヽータ イエンス部 臨床 室長

(氏名 。フリガナ ) 大津 洋  ・ オオツ ヒロシ

4.倫理審査の状況

※ 1 当該研究を実施するに当た に関する倫理委員会の審査が済んでいる
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

にチェ ッ

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)該当性の有無

有  無 審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) □   ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 1               ) □ □

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※ 3)廃止前の 「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項日に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □(無の場合は委託先機関

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 ■(有の場合はその内容

(留意事項)
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